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 1  к˔ЖЫАФχṁ Ⱨ‮                  

本章では、ロードマップの基本事項として、ロードマップ策定の根拠と位置付け、計画の

期間、他の計画との関係について整理します。 

 

 1.1. ₢Ấρӡ Ϊ   

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に基づく地方公共団体実行計 

画（区域施策編）として 2023（令和 5）年 3 月に策定した「松前町脱炭素ロードマップ」

を、策定後の国内外の政策動向や社会情勢のほか、本町を取り巻く環境の変化を踏まえて改

訂するものです。 

現行計画の推進状況を整理した結果、着実に進展している施策がある一方で、制度や体制 

上の制約等により進捗が十分でない施策も確認されており、計画の実効性を高める観点か

ら見直しが必要となっています。 

このため、本改訂では、中長期的な温室効果ガス削減目標や重点施策の見直しを行うと 

ともに、「気候変動適応法」第 12 条に基づき、気候変動の影響への適応の取り組みを具体

的に進めるための計画を新たに加え、脱炭素化（緩和）と一体的に推進していきます。 

 

 1.2. ὓᵊχṍḧ   

本ロードマップの目標年次は、今回の 2026（令和 8）年 3 月の改訂で 2030（令和 12）

年、2035（令和 17）年および 2040（令和 22）年とし、概ね 5 年後（2030（令和 12）年度）

を目処に進捗状況に応じた見直しを行うものとします。 

 

 1.3. χὓᵊρχḩἰ   

本町における持続可能なまちづくりを進めていくため、本ロードマップは、松前町スマー

ト・シュリンク SX ビジョン、松前町 DX 推進計画、松前版 SDGs チャレンジアクションと

連携し、その内容を松前町総合計画に反映します。 

 

 
 図 1.１ 松前町脱炭素ロードマップと他の計画との関係 
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 2  Ẕᴛ ᴟʾṓῙ χᾝ∕                

本章では、脱炭素化を目指す理由となっている地球温暖化や気候変動についての現状や将

来について科学で分かっていること、本町における気候変動の現状と将来の見通し、脱炭素

化を目指す国内外の動向について整理します。 

 

 2.1. ṓῙ χᾝ ρᴬᶘπ ΤμοΜϥάρ   

 2.1.1. ẍ σᴛ ᴟ  

地球の平均気温は、工業化以前（1850 年代～1900 年代初頭）の気候より、大気中の二酸

化炭素の濃度の増加に伴い温暖化が進み、それ以前と比べると地球の平均気温は 1.0℃上昇

しており（図 2.1）、国際的な気候変動の専門家による「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）」の第 6 次評価報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させて

きたことには疑う余地がない」とされています。 

 

 
 2.͍ ᵦ ỡṓᴛˢ ỡˣχ ᴟ 

ʿṓ HPˮIPCC AR6 WG1 ⁮  ├Ὠ ΰΪיּ ˢSPMˣ□ ˢ2022 5Ὦ 12

ˣ˯< https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar 6/index.html >  

 

図 2.1 に示すとおり、世界平均気温（年平均）は、特に 1960 年以降、急速に上昇してい

ることが分かります。人為的要因と自然起源の要因の両方を考慮した推定値は、観測値と同

様の上昇傾向を示している一方、自然起源の要因のみを考慮した推定値は長期的に大きな変

化を示していません。このことから、近年の気温上昇は、人間の活動による影響が主な要因

であると考えられています。 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html
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 2.1.2. ˮ1.5̆˯χṓᴛ τϢϥзІϼ  

図 2.2 に示すとおり、「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の第 6 次評価報告書

では、1.5℃を超える温暖化によって異常気象の頻発化、農作物への影響、生態系の変化等

様々なリスクが高まり、後戻りできない影響が生じると警告しています。 

世界気象機関（WMO ）によると、2025 年（令和 7）年から 5 年間の世界平均気温が、

パリ協定で目標とされる産業革命前からの 1.5℃上昇を超える確率は約 70％とされてお

り、危険な暑さが一時的なものではなく、常態化しつつあることが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.͎ ṓᴛ τ Ξ ˑσзІϼχ ᴣ 

ʿṓ HPˮIPCC AR6 WG2 ⁮  ├Ὠ ΰΪיּ ˢSPMˣ□ ˢ2022 3Ὦ 18

ˣ˯< https://www.env.go.jp/earth/ipcc/ 6th/index.html >  

̞ᾖ χ τ 1.5̆χжϱрϬᴥ  

 

図 2.2 では、気温上昇に伴い、気候変動の影響が想定される 5 分野におけるリスクの程度

を示しています。「固有性が高く脅威にさらされているシステム」や「極端な気象現象」で

は 1℃前後、「影響の分布」などでは 1.5℃前後を境にリスクが高まっており、1.5℃が重要

な転換点であることが分かります。IPCC 第 6 次評価報告書では、気温上昇は人為起源の温

室効果ガス※1の累積排出量にほぼ比例するとされており、早期の排出削減が重要です。 

 
※1 太陽光で暖められた地表は赤外線として熱を放出しますが、大気中の赤外線を吸収する性質を持つガスが

その一部を吸収します。これを温室効果といい、この性質を持つガスを温室効果ガスと呼びます。温室効

果ガスが増加すると地表付近の気温が上昇し、地球温暖化が進行します。主なものには二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素、フロンガスがあります。 

（出所：環境省 HP「温室効果ガスインベントリの概要」 

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg -mrv/overview.html >） 

1.5 ṹ

https://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/index.html
https://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/index.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html
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 2.2. ᴟτΰΪθ⁯ ᵰχ ΰρ τΣΪϥ Φ   

 2.2.1.ˮ 1.5̆˯ τ ᵦΥ›Ӫ  

2014（平成 26）年に気候変動に関して全ての国が参加して採択された国際的な枠組み「パ

リ協定」（2014 年 12 月採択、2016 年 11 月発効）では、気温上昇を 2℃に抑えることを目

標とし、1.5℃に向けて努力する、という内容でした。しかし、2021（令和 3）年に行われた

COP26 では、気温上昇を 1.5℃に抑えることが目標として合意文書に明記されました。目

標達成には、2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとすることだけではなく、2030

年までに排出量を大幅に削減する必要があるとされています。 

 

 
 2.3 COP26Ὠ ⅜ χ ḧ 

ʿUNFCCCⱧ ộWebЂϱЕ 

< https://www.flickr.com/photos/unfccc/ 51677231886/in/album -72157720135163018/ >  

 

2.2.2. ᴂτḩβϥ ᵦ χ ˢGGAˣχЀрЈФЕτ ᵦΥ›Ӫ  

気候変動への適応については、パリ協定第 7 条において、「適応に関する世界全体の目標

（Global Goal on Adaptation：GGA）」が、国際社会が共通して目指すべき目標として位置

付けられています。2023（令和 5）年に開催された COP28 では、GGA を具体化するため

の枠組みが採択され、さらに 2025（令和 7）年に開催された COP30 では、気候変動による

被害への備えを強化するため、適応資金を 2035 年までに少なくとも 3 倍に拡大する努力を

求めることが合意文書に盛り込まれました。 

 

 

  

https://www.flickr.com/photos/unfccc/51677231886/in/album-72157720135163018/
https://www.flickr.com/photos/unfccc/51677231886/in/album-72157720135163018/
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 2.2.3. ⁯ χ Φ  

すでに日本全体として 2050（令和 32）年に温室効果ガスを実質ゼロとする目標を掲げて

います。北海道も 2020（令和 2）年 3 月に「2050（令和 32）年までに温室効果ガス排出量

の実質ゼロをめざす」ことを表明し、「ゼロהカーボン北海道」に向けた取り組みを進めて

います。 

また、国内では全 1718 自治体のうち当町を含む 1188 自治体が 2050（令和 32）年に二酸

化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロהカーボンシティ」表明を行っています（2025（令和 7）

年 9 月 30 日時点）。 

 

 
 2.4 ⁯ πˮЉкʾϸ˔ЩрЄГϰ˯Ϭ ΰοΜϥ ӽ 

⁯ ʿḕẽ HP < https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html >  

Љкʾϸ˔Щр ᵤ кЁ ʿ ᵤ  HP < https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/zcs/ >  

 

2023（令和 5）年 3 月の現行ロードマップ策定以降、日本国内では、脱炭素化を軸としつ

つ、気候変動への適応や資源循環、生物多様性の確保などを一体的に進めるための法改正や

計画策定が相次いでいます。これらの動きを代表するものを時系列で整理すると、以下のと

おりです。なかでも、地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定・推進を明確化した

気候変動適応法の改正は、現行ロードマップの改訂において重要な位置付けとなっています。 

・ 生物多様性国家戦略 2023-2030（2023（令和 5）年 3 月 31 日閣議決定） 

・ 気候変動適応法改正（2024（令和 6）年 4 月 1 日施行） 

・ 第六次環境基本計画（2024（令和 6）年 5 月 1 日閣議決定） 

・ 第五次循環型社会形成推進基本計画（2024（令和 6）年 8 月 2 日閣議決定） 

・ 水素社会推進法（2024（令和 6）年 1０月 23 日施行） 

・ 第 7 次エネルギー基本計画（2025（令和 7）年 2 月 18 日閣議決定） 

・ 地球温暖化対策計画（2025（令和 7）年 2 月 18 日閣議決定） 

・ 日本の気候変動 2025（2025（令和 7）年 3 月 26 日公表） 

Ḳ

https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/zcs/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/zcs/
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 2.2.4. τΣΪϥ Φ  

 2.2.4.1. ᾝ“к˔ЖЫАФ├ ӟ‭χ︡ ệρᴿ   

現行ロードマップに基づく取組のうち、調査・検討段階の施策については一定の進展が見

られる一方、制度調整や体制整備を要する施策については、実装に時間を要しているものも

あります。これらの状況を踏まえ、計画の実効性を高める観点から、施策の整理と再構成が

必要となっています。  

「暮らし」「産業」「移動」の分野ごとにまとめた現行ロードマップに基づく取組につい

て、主な取組内容ごとの進捗状況を、進捗している取組は「〇」、進捗が十分でない取組は

「▲」で評価し、進捗が十分でない取組については、その主な要因を「制度」「体制」「外

部環境」で整理しました。「制度」は法令や規制の影響を受けたもの、「体制」は取組主体

の検討体制が十分ではなかったもの、「外部環境」は外部環境の変化により取り巻く状況が

変わったものを指します。 

 

ˢ1ˣ ϣΰ ˮ™ϵК ṓϬ πᶨ βϥ▫ ϙξΨϤ˯ 

   一部に外部環境の要因により進捗が十分でない取組もありますが、概ね予定通り進捗し

ています。制度面の要因により取組の継続が難しい項目については、今回の改訂に合わ

せて見直します。 

 

 2.1 ϣΰ χ ᴣ ˢ 8 3Ὦᾝ∕ˣ 

主な取組内容 評価 
主な要因 

制度 体制 環境 

町内区域のゾーニング ▲ ●   

町内の電力需要や再エネ事業の供給量について調査 〇    

町内で小売電気事業が成立するために必要な再エネ事業

の要件を整理 
〇 

   

松前町内への電力供給を目的とした再エネ事業の設計 〇    

脱炭素化にむけた町内施設の CO₂集計・見える化 〇    

再エネ事業の開発 ▲   ● 

小売電気事業実施体制の検討 〇    

町内へ再エネ電力供給開始 ▲   ● 

風力発電事業に町民や町内の事業者が参加できる仕組み

の検討・実施 
▲   ● 
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ˢ2ˣ ϣΰ ˮ ʾὺ χ ᴟ˴ZEHʾZEBᴟ˯ 

     体制面や外部環境の要因により進捗が十分でない取組が多く、体制面の強化等を図っ

ていきます。 

 

 2.2 ϣΰ χ ᴣ ˢ 8 3Ὦᾝ∕ˣ 

主な取組内容 評価 
主な要因 

制度 体制 環境 

既存住宅・建築物の電化・エネ利用効率化の方法別の費用

対効果を調査 
▲  ● 

 

公共施設におけるエネルギー消費量の調査 〇    

既存公共施設の照明を LED 化 〇    

既存公共施設の電化・エネルギー利用効率化 ▲  ●  

既存公共施設の ZEB 化（建て替えの場合） ▲   ● 

本庁舎の建て替えに伴う ZEB 化 ▲   ● 

 

ˢ3ˣ ▀Ộ ˮ™ϵК ṓχằẚʾӲⱱḚ Ấ χṁ ξΨϤ˯ 

     体制面の要因により進捗が十分でない取組があり、体制面の強化等を図っていきます。

制度面の要因により取組継続が難しい項目については、今回の改訂に合わせて見直しま

す。 

 

 2.3 ▀Ộ χ ᴣ ˢ 8 3Ὦᾝ∕ˣ 

主な取組内容 評価 
主な要因 

制度 体制 環境 

マイクログリッドの整備・拡大 ▲ ●   

再エネ発電設備やマイクログリッド維持管理に必要な技

術、資格の把握 
〇 

   

要件を満たす人材の獲得 ▲  ●  

配電ライセンス等の取得 ▲ ●   

地域エネルギー会社設立 〇    
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ˢ4ˣ ▀Ộ ˮ Ϭếϙρβϥ▀ỘχӾ ˯ 

     体制面の要因により進捗が十分でない取組があり、体制面の強化等を図っていきます。 

 

 2.4 産業分野の進捗評価②（令和 8 年 3 月現在） 

主な取組内容 評価 
主な要因 

制度 体制 環境 

冷蔵・冷凍倉庫等に関する調査 〇    

冷蔵・冷凍倉庫等の設備更新 〇    

再エネを利用することで高付加価値化できる商品、市場の

検討 
▲  ● 

 

脱炭素燃料製造に関する事業可能性調査 〇    

脱炭素燃料製造設備の設置 ▲  ●  

脱炭素燃料を町内で試行的に利用（漁船、建設機械等） ▲  ●  

 

ˢ5ˣ ӱ ˮЯРзГϰχ ᴟ˯ 

     体制面の要因により進捗が十分でない取組があり、体制面の強化等を図っていきます。 

 

 2.5 ӱ χ ᴣˢ 8 3Ὦᾝ∕ˣ 

主な取組内容 評価 
主な要因 

制度 体制 環境 

電動車の購入検討 〇    

公用車の使用状況データ収集・最適な公用車台数の検討 〇    

公用車の電動化（順次） ▲  ●  

町内における充電設備の整備 ▲  ●  
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 2.2.4.2. ™ ᴦ ϵКиϻ˔ⱧỘχ ΰ  

本町においては、現行ロードマップ策定以降、再生可能エネルギー（以下「再エネ」とい

う。）を取り巻く環境が大きく変化しています。洋上風力発電については、「北海道松前

沖」が 2025（令和 7）年 7 月 30 日付で再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定さ

れ、今後の公募・整備に向けて、事業が進められています。 

また、陸上風力発電では、既存の施設運用が進むとともに、保守・点検や人材確保といっ

た運用段階の課題や地域連携の可能性が顕在化しています。これにより、再エネは「導入す

るだけ」でなく、「地域で活用し持続的に運用していく」段階へと論点が移行しています。 

加えて、本町は 2025（令和 7）年 4 月 1 日に町内初となる地域エネルギー会社である「松

前再エネ電力株式会社」を町と協力企業の共同出資で設立し、再エネを地域の電源として主

体的に活用していく体制づくりを進めています。これらの動きは、計画策定時には想定し得

なかった前提条件の変化であり、本改訂において反映すべき重要な要素となっています。 

 

 
 

 2.5 ™ϵК ᶴ꜠ᵓּזχⱧỘ ІϺ˔Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

˲ЀжЭ ˳ χRE100ϒχ  

 町では、再生可能エネルギーを 100％活用（地域で発電した電気を地域で消費＝地発

地消）する RE100 の考え方のもと、地域内エネルギー循環による持続可能なまちづくり

を進めています。風などの豊かな自然資源を活かし、環境負荷の低減と地域経済の活性

化を両立させる取組を推進しています。 
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 2.3. ρṓῙ χ₈ράϦΤϣ   

 2.3.1. έρχṓᴛχ ᴟ  

図 2.6 は本町における平均気温を、データが公表されている 1980 年代から 10 年ごとに

示したものです。1990 年代以降はどの 10 年間の平均気温をとっても、1980 年代と比べて

0.8℃前後高くなっており、温暖化が進行しています。 

 
 2.6 τΣΪϥ 1980 Τϣχṓᴛ ᴟ 

Д˔Ќ ʿṓ HP 

 

図 2.7 は 1898（明治 31）年～2024（令和 6）年の日本および北海道の年平均気温偏差で

す。「日本の気候変動 2025」にも記載がある通り、日本の年平均気温はこの間に 100 年あ

たり 1.40℃の割合で上昇しており、北海道は 100 年あたり 1.79℃の割合で上昇傾向が顕著

になっています。 

 
 2.7 ΣϢό ᵤ χ ỡṓᴛ ₯ 

Д˔Ќ ʿṓῙ ᴂ ФжАЕТ϶˔ЭˢA-PLATˣHP 

9.73 

10.48 

10.60 
10.56 

9.5

10.0

10.5

1980 1990 2000 2010

ṕṹṖ
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 2.3.2. ṓᴛ ᴟχ   

図 2.8は本町における将来の気温変化を予測したもので、赤い範囲は温室効果ガス（GHG ）

の排出量が多いままの場合※2を、青い範囲は温室効果ガスの排出量を低く抑えられた場合※3

を示しています。  

温室効果ガス排出量が多いままだと、今後も気温上昇が続き、2050 年代でも 1980 年代と

比べて最大で 4℃以上の気温上昇（≒仙台市の平均気温と同程度かそれ以上）となる可能性

があります。 

 

 
 2.8 τΣΪϥṓᴛ ᴟχ  

ϽжТ ʿClimoCast < https://a -plat.nies.go.jp/ap -plat/cmip 6/global.html >  

ṓᴛД˔Ќ ʿṓ HP 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2 「温室効果ガスが多いままの場合」とは、2050 年には世界の二酸化炭素排出量が現在の約 2 倍になり、

さらに 2080 年ごろまで温室効果ガスの排出量が増え続けた場合（シナリオ SSP5-8.5）を指します。 
※3 「温室効果ガスの排出量を低く抑えられた場合」とは、2080 年頃までに世界の二酸化炭素排出量が実質

ゼロとなる場合（シナリオ SSP1-2.6）を指します。 

צּ
ךּ

שּ נּ

1980 פּ
ṕṹṖ

ṕ2010 Ṗ

ṕ2010 Ṗ

ṕ2010 Ṗ

+2

+4

+6

+8

https://a-plat.nies.go.jp/ap-plat/cmip6/global.html
https://a-plat.nies.go.jp/ap-plat/cmip6/global.html
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図 2.9 に示すとおり、気象庁では「日本の気候変動 2025」における将来予測として、工

業化以前（1850 年代～1900 年代初頭）の気候で 100 年に一回発生した高温は、4℃上昇時

の気候では 100 年に約 99 回発生すると予測しています。 

 
 2.9 ớ σ‰ᴛχ  

Д˔Ќ ʿˮ χṓῙ 2025˯ṓ HP 
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 2.3.3. έρχ‭ χ ᴟ  

図 2.10 は、1975（昭和 50）年～2024（令和 6）年の全国および北海道の 1 時間降水量 

30 ㎜以上の年間発生回数です。全国、北海道ともに増加傾向が現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.10 ⁯ΣϢό ᵤ χ 1Ⱳḧ‭ 30 ӟ χ ḧ ᵕ  

Д˔Ќ ʿṓῙ ᴂ ФжАЕТ϶˔ЭˢA-PLATˣHP 

 

 2.3.4. ‭ ᴟχ   

図 2.11 に示すとおり、気象庁では「日本の気候変動 2025」における将来予測として、工

業化以前（1850 年代～1900 年代初頭）の気候で 100 年に一回発生した大雨は、4℃上昇時

の気候では 100 年に 5.3 回発生すると予測しています。 

 
 2.11 ớ σ ֗χ  

Д˔Ќ ʿˮ χṓῙ 2025˯ṓ HP 
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 2.3.5. τΣΪϥớ σṓῙ χֲố  

極端な気候変動は、魚の生育や植物の成長など、生態系や産業に大きな影響を及ぼすと考

えられています。本町においても、すでに気候変動の影響が見られており、今後は災害リス

クの増加に加え、漁業や自然環境への影響がさらに顕在化するおそれがあります。 

 

 2.3.5.1. ẫỘϒχֲố  

図 2.12 に示すとおり、本町における漁獲量は、近年減少傾向にあります。特に、本町の

特産として知られるイカの漁獲量は、2007（平成 19）年から 2018（平成 30）年までの間に

70％以上減少しています。漁獲量の減少には様々な要因が考えられますが、主力魚種である

スルメイカについては、秋季の海水温上昇が生息数の減少につながっている可能性があると

の指摘があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.12 τΣΪϥẫᶍ χ ӱ 

Д˔Ќ ʿ ▀ ˮᵤ ẫỘ ▀ ὓ ₰˯ 

<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/ >  
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https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/
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 2.3.5.2. ẫỘϒχֲố   

図 2.13 に示すとおり、将来、気温上昇とそれに伴う海水温の上昇が続いた場合、スルメ

イカの生息海域が北上し、本町周辺での生息数が減少することを示す予測が公表されていま

す。   

これにより、本町の漁業への影響が一層大きくなることが懸念されます。 

 

 
 2.13 ᴛ ᴟτϢϥ ᴛ ὫᴮϬ Μθ 7Ὦχ ᵤτΣΪϥ 

ІиЮϱϸχ  

ʿ ▀ ▀Ṫ ᵓṳⱧ ộˮ Ẕᴛ ᴟΥ ▀Ộτẉϖβֲố ᴣρḜ ẉό 

ᴂṪ χᵫ ˯< https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/ 2039014665>  

 

 2.3.5.3. ꜛ ḕẽʾ ϣΰϒχֲố  

本町のシンボルである桜についても、気候変動の影響が示唆されています。図 2.14 に示

すとおり、本町における桜の開花日は、1980 年代と比べて近年は早まる傾向にあり、1990

年代以降は多くの年で 4 月中に開花しています（図 2.14）。このほか近年では、猛暑による

山間部での餌不足などを背景としたクマの市街地への出没も増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.14 τΣΪϥ┴χᵫᴸ ӱ 

Д˔Ќ ʿ ˢ ῬḢΊᴿˣ 

2000 2050 2100

4/15

4/20

4/25

4/30

5/5

5/10

5/15

4Ὦ

5Ὦ

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2039014665
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 3  τΣΪϥϵКиϻ˔ ρCO χᾝ       

本章では、本ビジョンの前提となる本町の概況と、本町のエネルギー消費と CO₂排出量

の現状、分野別エネルギー消費量の内訳について整理します。 

 

 3.1. χᵵệ   

 3.1.1. ῢ   

本町では図 3.1 に示すとおり、急激な人口減少と高齢化が進展しています。基幹産業であ

る漁業が衰退したことで町の他の産業も衰退してしまい、生産年齢人口が町外へ流出し、少

子高齢化が急速に進行しているためと考えられます。 

 

 
 3.1 τΣΪϥ ῢχ ӱ 

ʿ 4  ὓᵵ  
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 3.1.2. ▀Ộ Ộּי   

産業別人口では、第一次産業に従事している人数が全体の約 10％で、そのうち漁業ה水

産養殖業の従事者が約 83％を占めています。第二次産業に従事している人数は全体の 28％

で、そのうち製造業が 58％を占めています。第三次産業は全体の約 62％と最も従事してい

る人数が多い産業となっています。また、そのうちサービス業が 44％と最も大きな割合を

占めています。 

 

3.1 τΣΪϥ▀Ộ ῢχ ӱ 

ʿ 4  ὓᵵ  
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 3.2. ϵКиϻ˔ ρCO χᾝ    

 3.2.1. ϵКиϻ˔   

本町では、日本の温室効果ガス排出削減目標の基準である 2013（平成 25）年以降、産業、

暮らし（家庭部門＋業務部門）、移動（運輸部門）の全ての部門でエネルギー消費量が減少

しており、特に産業の減少幅が拡大しています。ただし、減少の要因は事業所や人口の減少

となっており、脱炭素化（カーボンニュートラル）に向けては、今後さらにエネルギーを効

率的に利用していく余地があると考えられます。 

 

[ 千 t- CO₂]  

 
 3.2 τΣΪϥ ʾ CO χ ӱ 

ʿḕẽ ꜛⱵ ϸиГ <https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html ˼ 

 

 3.2.2. CO χᾚ ᶤ›  

本町における 2022（令和 4）年度の CO₂排出量は、事業所や人口の減少に起因し、2013

（平成 25）年度と比べて約 32％減と大きく減少していますが、脱炭素化に向けてはさらな

る対策が必要となります。 

 

 3.2 τΣΪϥ CO χᾚ ᶤ› 

ʿḕẽ ꜛⱵ ϸиГ <https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html ˼ 

 2013（平成 25）年度 2022（令和 4）年度 2013（平成 25）年度比 

産業 18,354 11,871 -35.3％ 

業務 11,512 7,546 -34.5％ 

家庭 23,415 16,030 -31.5％ 

運輸 13,604 10,011 -26.4％ 

一般廃棄物 886 678 -23.5％ 

CO₂排出量合計 67,771 46,136 -31.9％ 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html
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 3.3. ϵКиϻ˔ χ    

北海道内では、暮らしや産業、移動の様々な場面でエネルギーが使われています。 

その多くがガソリンや軽油、プロパンガス、灯油といった化石燃料となっており、松前町

も同様の傾向であると想定されます。 

 
  3.3 ᵤ τΣΪϥ ϵКиϻ˔ χ  

出所：都道府県別エネルギー消費統計（2023（令和 5）年度） 

 

水産業や製造業、建設業といった産業では、利用するエネルギーの 70％以上が化石燃料

由来となっています。家庭や業務（オフィス、飲食店等）では暖房、給湯や調理でプロパン

ガスや灯油などの化石燃料が多く使われています。家庭では利用するエネルギーの約 3 分

の 2 が化石燃料となっています。移動は公共交通も含めて自動車に依存していますが、自動

車のほとんどはガソリンや軽油といった化石燃料を利用しています。 

 

˲ЀжЭ ˳1kg-  CO₂π ϥάρψˁ       ʿḕẽ Д˔Ќ Τϣ▄  

 “t- CO₂”とは、二酸化炭素排出量や吸収量をトンという重さの単位であらわしたもので

す。1t＝1,000kg です。どんな行動が 1kg- CO₂の排出につながるのか？紹介します。 

＜電化製品を使う＞  

 ・エアコン  約 4 時間 

 ・ノート PC  約 30 時間 

・テレビ   約 10 時間 

＜移動する＞・燃費 22km/L の車 約 9km の走行 

＜ 暮らし ＞・牛肉を食べる 約 70g 

      ・シャワー（プロパンガス）20 分 
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 4  ™ϵКχ ệρЪГрЄаи             

本章では、本町における現在の再エネの導入状況や、再エネの導入ポテンシャルについて

整理します。 

 

 4.1. ᾝ∕χ™ϵК ệ   

本町では、恵まれた風力資源を背景に、風力発電を中心とした再エネ設備の設置が進んで

います。現在、町内の再エネ発電による年間発電量は約 96GWh に達しており、町内で消費

される年間電力量（約 30GWh）の約 3.2 倍を再エネで賄える状況にあります。 

再エネ設備の内訳を見ると、設備容量は風力発電が約 42.9MW 、太陽光発電が約 2.2MW

となっており、年間発電量の約 97％（約 93GWh）を風力発電が占めています。 

これらの設備の年間稼働率は、風力発電が約 25％、太陽光発電が約 15％で、いずれも国

が示す標準的な稼働率の目安（陸上風力：約 20％、太陽光：約 13～14％）を上回っていま

す。このことから、本町の再エネ設備は、地域特性を活かし、効率的に運用されているとい

えます。 

なお、設備容量（MW ）は発電設備の出力規模を示す単位で、1MW は 1,000kW に相当し

ます。発電量（GWh）は、発電した電力量を表す単位で、1GWh は 1,000MWh です。例え

ば風力発電では、設備容量約 42.9MW が年間約 2,172 時間稼働することで、約 93GWh の

電力が発電されています。 

 

 
™ϵКτϢϥ ḧ = 96GWh 

 

 4.͍ πχ™ϵК  

Д˔Ќ ʿꜛⱵ ™ϵК ϸиГ 

<https://repos.env.go.jp/web/data/mounted_data >  

3%

97%

太陽光 風力

https://repos.env.go.jp/web/data/mounted_data
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 4.2. ™ϵК ЪГрЄаи   

本町では既に風力発電を中心に多くの再エネ設備の設置が進んでいますが、環境省の再生

可能エネルギー情報提供システム（REPOS）※4と国の推計によると、陸上風力発電・洋上風

力発電・中小水力発電・太陽光発電で約 1,050.2MW のポテンシャルがあると推計されてい

ます。 

そのポテンシャルから、本町の定める再エネ開発に関するガイドラインの規制エリアや、

洋上風力発電のポテンシャルを考慮して、本町における再エネポテンシャルを推計しました。 

 

 4.1 πχ™ϵКЪГрЄаи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 ḕẽ χ™ ᴦ ϵКиϻ˔ ằЄІГЭˢREPOSx τϢϤ ὓήϦθ  

 χ™ϵКЪГрЄаиЫАФ(₮ʿ ʺ֒ʿ Ί ) 

 

 

 

 
※4出所：環境省 再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)]  

   ＜https://www.renewable -energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/index.html > 

︠σ™ϵК ЪГрЄаи 

 531.9MW 

 315.0MW 

 20.3MW 

Ί 183.0MW 

›ὓ 1,050.2MW 
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 4.2.1.   

再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）の自治体再エネ情報カルテに記載され

る導入ポテンシャル量 686.0MW から町で制定している「松前町風力発電施設（出力 50 キ

ロワット未満）の設置に関するガイドライン」に記載の、風力発電所の建設を抑制するエリ

アにおける導入ポテンシャル量 154.1MW を差し引いた、531.9MW を推計値としています。 

 

 4.2.2.   

国の系統確保スキームにおいて推計された松前町沖における、洋上風力発電設備の出力を

推計値としています。 

 

 4.2.3.   

再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）の自治体再エネ情報カルテに記載の導

入ポテンシャル量を推計値としています。 

 

 4.2.4. Ί   

再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）の自治体再エネ情報カルテに記載され

る導入ポテンシャル量（建物系・土地系合計 194.8MW)  から町で制定している「松前町太

陽光発電施設（出力 10 キロワット以上）の設置に関するガイドライン」に記載の太陽光発

電所の建設を抑制するエリアにおける導入ポテンシャル量を差し引いた、183.0MW を推計

値としています。 
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 5  Υ ◙β◒ρםᾝχθϛχ︡ ΣϢόк˔ЖЫАФ    

本章では、現在の町の課題を整理し、本町が脱炭素化を通じて目指す将来の姿、中長期目

標と目指す姿を実現するための取組およびロードマップを示します。 

 

 5.1. ᾝ∕χ χᴿ    

本町では、脱炭素化を通じて「誰一人取り残さない脱炭素化の未来」を目指すロードマッ

プの策定にあたり、松前町脱炭素ロードマップ検討部会※5を開催し、町民や町内事業者とと

もに、本町における望ましい将来像について検討・議論を行いました。 

 

 5.1.1. ᾝ∕χ χᴿ ϒχ︠σӪᾋ  

検討の中で挙げられた主な意見（不安や課題）は、以下のとおりです。 

・人口減少：担い手や顧客の減少による、事業継続や地域経済縮小への懸念 

・エネルギー価格の高騰：電気・ガソリン・プロパンガス価格上昇による生活費・経営

負担の増加 

・産業の先行き：漁業や観光業など基幹産業の将来に対する不安 

・災害時のレジリエンス：災害発生時における電力等ライフライン途絶への懸念 

これらの課題を整理したものを、図 5.1 に示します。 

 

 
 5.1 ᾝ∕χ χᴿ  

 
※5 2022（令和 4）年 9 月 28 日、10 月 6 日、11 月 9 日の計 3 回開催。 
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 5.1.2. ϯрϾ˔Еχם☼Ὣᴮ  

本町では、今回のロードマップ改訂に合わせて、2025（令和 7）年に町民へのアンケート

調査を実施しました。松前町在住の 3,365 世帯に郵送や WEB によりアンケート票を配付し、

1,315 件の回答を得ました。（回答率：39％） 

以下、今回のロードマップの改定に関連する主だった質問項目について、集計結果と今後

の脱炭素化推進施策に反映すべき重要な点を整理しました。 

 

 5.1.2.1. ϯрϾ˔ЕὫᴮᵵ   

 アンケート結果概要を以下に示します。 

 

 5.1 ϯрϾ˔ЕὫᴮᵵ ԁ  

主なアンケート項目 結果概要 

①年代 回答者の年代は、30 代・40 代がやや少なく、50 代・60 代

がやや多く、70 代以上は概ね構成比通りとなっています。 

②世帯人数 1 人世帯、2 人世帯が約 4 割ずつを占めています。 

③住宅の種類 一戸建ての持ち家が約 8 割を占めています。一戸建ての仕

様を決める前の 20 代への普及啓発が重要となります。 

④エアコンの設置状況 約 7 割が自宅に冷暖房用のエアコンを設置しています。昨

今の気候変動の影響をふまえ、高齢者向けの熱中症対策と

合わせて、エアコン設置率の向上が求められます。 

⑤自宅で使用している機

器 

高齢になるほど、灯油ボイラー、灯油ストーブの使用割合

が高くなっています。ヒートポンプ給湯器の使用割合は 20

代～40 代が高くなっています。 

⑥補助金があれば購入・

買換をしたい機器 

省エネ家電、断熱窓・ドアは、年代に関わらず万遍なく補

助金活用ニーズが高くなっています。 

⑦地産地消の再エネ電力

の購入意向 

価格が安ければ購入したい世帯が約 8 割を占めています。

30 代～60 代は比較的購入意向が高くなっています。 

⑧松前町内で検討中の取

組の認知度 

洋上風力発電事業の認知度が高く、次いで再エネ電力供給

の認知度が高くなっています。 

⑨気候変動影響が進んで

いると身近に感じること 

全ての選択肢が万遍なく選ばれており、気候変動への関心

の高さが伺えます。 

⑩自由記述欄 再エネ推進や期待の声が再エネへの懸念の声とほぼ同数に

なっています。次いで補助制度への期待の声やエネルギ

ー・環境に関する声が多く寄せられています。 
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 5.1.2.2. ϯрϾ˔ЕὫᴮ ⇔  

 アンケート結果の詳細を以下に示します。 

 

ˢ1ˣ ϵϯЀрχ ệ 

   約 7 割が自宅に冷暖房用のエアコンを設置しています。30 代のエアコン設置率が高 

く、70 代以上の設置率が低くなっています。昨今の気候変動の影響をふまえ、高齢者 

向けの熱中症対策と合わせて、エアコン設置率の向上が求められます。 

 

 5.2 ˢ1ˣᵕ ᶤ› 

 

ˢ2ˣ ꜛ π► ΰοΜϥṐṀ 

   高齢になるほど、灯油ボイラー、灯油ストーブの使用割合が高くなっています。省 

  エネ家電は、年代に関係なく使用されています。ガス給湯器は 20 代に多く、ヒート 

ポンプ給湯器は 20 代～40 代に多く、IH は 30 代～40 代に多くなっています。 

 

 5.3 ˢ2ˣᵕ ᶤ› 

項 目 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代～ 回答なし 合計 

設置している 0％ 71％ 84％ 75％ 71％ 74％ 66％ 45％ 69％ 

設置していない 0％ 29％ 16％ 25％ 29％ 26％ 33％ 33％ 30％ 

回答なし 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 1％ 22％ 1％ 

合計 0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

項 目 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代～ 回答なし 合計 

1 ガス給湯器 0％ 15％ 9％ 5％ 7％ 5％ 7％ 12％ 7％ 

2 灯油ボイラー 0％ 12％ 18％ 19％ 26％ 29％ 27％ 22％ 26％ 

3 薪ストーブ 0％ 2％ 0％ 1％ 2％ 1％ 2％ 0％ 1％ 

4 灯油ストーブ 0％ 19％ 24％ 24％ 28％ 30％ 31％ 34％ 30％ 

5 電気ストーブ 0％ 10％ 3％ 10％ 6％ 7％ 5％ 3％ 6％ 

6 電気暖房（蓄熱含む） 0％ 12％ 6％ 9％ 5％ 5％ 5％ 2％ 6％ 

7 ヒートポンプ給湯器 0％ 6％ 7％ 5％ 2％ 1％ 2％ 0％ 2％ 

8 断熱窓・ドア 0％ 6％ 8％ 5％ 6％ 6％ 4％ 5％ 5％ 

9 省エネ家電 0％ 10％ 13％ 7％ 9％ 11％ 12％ 10％ 11％ 

10ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ 0％ 6％ 10％ 11％ 5％ 4％ 3％ 5％ 4％ 

11 太陽光発電 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

12 家庭用蓄電池 0％ 2％ 0％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

13ＥＶ 0％ 0％ 0％ 1％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

14ＰＨＥＶ 0％ 0％ 1％ 1％ 1％ 1％ 1％ 0％ 1％ 

15 回答なし 0％ 0％ 1％ 2％ 1％ 0％ 1％ 7％ 1％ 

合計 0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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ˢ3ˣ ỲΥΚϦω† ʾ ḊΠϬΰθΜṐṀ 

省エネ家電、断熱窓・ドアは、年代に関わらず万遍なく補助金活用ニーズが高くなっ

ています。ヒートポンプ給湯器は 20 代、太陽光発電は 20 代～30 代、家庭用蓄電池は

40 代～50 代に補助金活用ニーズが高くなっています。 

 

 5.4 ˢ3ˣᵕ ᶤ› 

 

ˢ4ˣ ▀ χ™ϵК χ† Ӫΰ 

   価格が安ければ購入したいが約 8 割を占めています。30 代～60 代は比較的購入意向 

が高くなっています。 

 

 5.5 ˢ4ˣᵕ ᶤ› 

 

 

 

 

 

項 目 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代～ 回答なし 合計 

1 ヒートポンプ給湯器 0％ 18％ 12％ 13％ 11％ 10％ 9％ 0％ 10％ 

2 断熱窓・ドア 0％ 15％ 9％ 17％ 15％ 15％ 14％ 15％ 14％ 

3 省エネ家電 0％ 31％ 36％ 25％ 29％ 31％ 30％ 15％ 30％ 

4ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ 0％ 3％ 3％ 8％ 6％ 5％ 5％ 0％ 5％ 

5 太陽光発電 0％ 9％ 12％ 5％ 5％ 5％ 6％ 0％ 6％ 

6 家庭用蓄電池 0％ 3％ 9％ 12％ 11％ 7％ 6％ 0％ 8％ 

7ＥＶ 0％ 3％ 8％ 5％ 5％ 5％ 3％ 5％ 4％ 

8ＰＨＥＶ 0％ 9％ 2％ 7％ 7％ 7％ 3％ 0％ 5％ 

9 その他 0％ 9％ 9％ 8％ 11％ 15％ 24％ 65％ 18％ 

合計 0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

項 目 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代～ 回答なし 合計 

価格が安ければ購入し

たい 
0％ 76％ 91％ 86％ 87％ 85％ 70％ 45％ 77％ 

価格が同程度か多少高

くても購入したい 
0％ 6％ 5％ 1％ 1％ 2％ 2％ 0％ 2％ 

購入したくない 0％ 18％ 4％ 11％ 8％ 7％ 10％ 11％ 9％ 

回答なし 0％ 0％ 0％ 2％ 4％ 6％ 18％ 44％ 12％ 

合計 0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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ˢ5ˣ πᾁ χ︡ χ  

   洋上風力発電事業の認知度が高く、次いで再エネ電力供給がよく知られています。洋 

上風力、再エネ電力に対する関心は、年代に関わらず、万遍なく高くなっています。 

 

 5.6 ˢ5ˣᵕ ᶤ› 

 

ˢ6ˣ ṓῙ ֲốΥ ϭπΜϥρ ựτḇαϥάρ 

1～5 の選択肢が万遍なく選ばれており、気候変動への関心の高さが伺えます。 

 

 5.7 ˢ6ˣᵕ ᶤ› 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代～ 回答なし 合計 

1 再エネ電力供給 0％ 30％ 28％ 22％ 24％ 25％ 22％ 15％ 23％ 

2 洋上風力発電事業 0％ 41％ 40％ 50％ 44％ 41％ 42％ 35％ 43％ 

3 マイクログリッド 0％ 11％ 8％ 7％ 6％ 7％ 4％ 0％ 5％ 

4 再エネの地産地消 0％ 7％ 9％ 9％ 11％ 11％ 9％ 5％ 10％ 

5海洋生態系保全活動 0％ 4％ 6％ 6％ 6％ 5％ 3％ 0％ 4％ 

6 その他 0％ 7％ 9％ 6％ 9％ 11％ 20％ 45％ 15％ 

合計 0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

項 目 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代～ 回答なし 合計 

1 集中豪雨 0％ 22％ 22％ 18％ 19％ 20％ 19％ 17％ 19％ 

2 農産物、水産物の減少 0％ 22％ 16％ 21％ 22％ 22％ 24％ 27％ 23％ 

3 商品の値上がり 0％ 22％ 24％ 20％ 21％ 21％ 22％ 25％ 22％ 

4 熱中症の増加 0％ 22％ 22％ 22％ 20％ 19％ 18％ 15％ 19％ 

5 生態系の変化 0％ 12％ 14％ 17％ 16％ 16％ 15％ 12％ 15％ 

6 特に影響を感じない 0％ 0％ 1％ 1％ 1％ 1％ 1％ 4％ 1％ 

7 その他 0％ 0％ 1％ 1％ 1％ 1％ 1％ 0％ 1％ 

合計 0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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ˢ7ˣ ꜛ Ṝ  

自由記述欄への回答は 156 件あり、分類すると概ね以下の 7 つの分類に分かれまし 

た。 

再エネ推進や期待の声が再エネへの懸念の声とほぼ同数になっています。次いで補

助制度への期待の声やエネルギー・環境に関する声が多く寄せられています。 

主な自由記述意見を次ページに記載しました。町民の皆さまから頂戴した貴重なご

意見を今回の改訂や今後の脱炭素化施策に反映していきたいと考えています。 

 

 5.8 ˢ7ˣᵕ  

No 回答分類 件数 主な内容の傾向 

1 再エネ推進・期待 29 
「再エネを進めてほしい」「地域活性化につながる」など再エネ推

進に関する前向きな意見 

2 再エネ懸念 34 
「騒音」「景観」「地域への利益が少ない」など再エネ推進に関す

る懸念や慎重論。 

3 補助制度 22 
「補助金を増やして」「支援制度を拡充して」など補助制度に関す

る評価や要望。 

4 
エネルギー・環境そ

の他 
25 エネルギーや環境に関するその他意見。 

5 町の取組への評価 2 「松前町の努力を評価」「取り組みを応援」など町の取組への評価。 

6 町の取組への要望 24 
「初期費用が高い」「町民負担が心配」「もっと情報発信を」など

町の取組への要望。 

7 その他 20 明確な分類に当てはまらない自由記述や短文。 

 合計 156   

 

 5.9 ˢ7ˣ︠σꜛ Ṝ Ӫᾋ 

年齢 自由記述 

20 代 
省エネの補助金をもっと増やしてほしい。再エネを利用しやすくなることに期待している。

電気代の負担が大きいため、町からの支援をお願いしたい。 

40 代 町民の理解促進のための省エネイベントの実施に期待している。 

60 代 若い人の働く場所や産業が盛んになれば再エネ推進の意味もあると思う。 

70 代以上 早く再エネ電力を使用可能にして電気代を安くしてほしい。 
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 5.1.3. ‰  Υ―Πϥ™ϵКϬᶨΤΰθ   

2025（令和 7）年 12 月に松前高等学校にて、将来再エネを活かした松前町の暮らしや風

景、仕事などはどう変わっているのか、意見交換を行いました。 

意見交換では、再エネが暮らしの中に自然に溶け込み、エネルギーが安定して豊富に使え

る日常が実現している様子があげられました。まちなみには風車や LED 照明が調和し、人

の流れやにぎわいが生まれる一方、景観や漁業への配慮も意識されています。 

また、再エネを軸に町全体のつながりが強まり、町への誇りや愛着が高まっている未来像

が示されました。さらに、再エネ関連の新たな仕事や産業が生まれ、若い世代が地域に残り

働き続けられる環境が整っている未来も期待されています。 

そして、学校では体験型の再エネ教育が充実している姿が示されました。 

 

 5.10 ︠σӪᾋ 

再エネを活かした松前町での「ふつの 1 日」はどんな風に変わっていると思う？ 

 ̧ ロボット、車も電気で動く 

 ̧ 再エネのみになっている、災害時も電気がとまらない 

再エネを活かした松前町の「まちなみ」って、どんな感じなってる？ 

 ̧ 風車がまちに溶け込んでいる 

 ̧ 人が増えている 

 ̧ 景観の悪化や漁業への影響が心配 

 ̧ 松前の町並みが LED 化されている 

再エネをきっかけに、町の人たちとのつながりはどう変わっていると思う？ 

 ̧ 町全体で松前町を PR しようとする動きが高まる 

 ̧ 町に人が増えて、活発になり、交流が増え、結果松前町が好きになる 

 ̧ 暮らしが豊かになる 

再エネを活かした町では、どんな仕事や活動が生まれていると思う？ 

 ̧ お金が稼げるようになる、業種が拡大する 

 ̧ 自動化が進んだ農業、風車を見る観光、風車のメンテナンス、IT を使った漁業、情報

機器を使う仕事、AI の活用、自動運転 

 ̧ 地域に残って仕事をする人が増える 

未来の松前では、学校でどんな「再エネの学び」や体験が出来ると思う？ 

 ̧ SDGs をテーマに再エネ部を作る（ゴールは風車をつくる） 

 ̧ 松前学で再エネについて探求する、エネルギーの活用方法を伝える 

 ̧ インターシップなどで風車や開発現場で見学する 

 ̧ イベントの開催や講師を招く 
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 5.2. ᴟϬ αο ◙β χ◒   

 5.2.1. ᴟϬ αο ◙βάρ  

本町では、脱炭素化を通じて「誰一人取り残さない脱炭素化の未来」を目指します。 

気候変動の影響は、現在の町民だけでなく、将来を担う子どもたちの暮らしにも及ぶもので

あり、今からの行動が重要です。また、風力発電をはじめとする再エネの取組についても、

町民が主体的に関わらなければ、その恩恵が地域全体に行き渡らないおそれがあります。 

このため本町では、誰もがそれぞれの立場で関われる脱炭素化を進めるとともに、「町

の暮らしを守る」「松前の資源を活かす」「地域に仕事をつくる」の 3 つの観点から取組

を進めていきます。 

 

 
 5.2 ᴟϬ αο ◙βάρ 
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 5.2.1.1. χⱢᾛϬᶨΤβ  

本町には、他の地域にはない豊かな風という資源があり

ます。この風を活かした風力発電は、ゼロ・カーボンの電

力を生み出す大きな可能性を持ち、脱炭素化に貢献できる

本町の強みです。 

また、本町は海とともに生きる町であり、洋上風力発電

は電力供給にとどまらず、漁業や防災などへの活用も期待

されています。 

本町では、風と海の恵みという異なる資源を組み合わせ

ることで、相乗効果を生み出すことを目指します。 

 

 5.2.1.2. χ ϣΰϬ︢ϥ  

極端な気候変動は、災害の増加や産業への影響など、日々の暮らしに直結する様々な影

響をもたらします。本町においても、漁獲量の変化や桜の生育への影響、クマの出没増加

など、すでにその兆しが見られています。 

気候変動の影響を少しでも抑えることは、本町の重要な

産業である漁業や、町の象徴である桜を守ることにつなが

ります。また、エネルギー効率の高い住宅や建物、電気自

動車の普及は、災害時の停電リスクを軽減するなど、町の

脱炭素化は暮らしを守る取組みそのものといえます。 

 

 5.2.1.3. ӽτ▫ⱧϬνΨϥ  

町を持続していくためには、町内に安定した雇用の場を確保することが不可欠ですが、現 

状では毎年 100 人以上が雇用を求めて町外へ転出しています。 

本町の豊かな風をエネルギーとして活用し、風力発電設備の建設や維持管理、電力を届け 

るための設備整備などに町内企業が関わることで、地域の雇用を生み、暮らしの場づくりに

つながります。 

例えば、風力発電設備や送電設備は、建設後も継

続的な点検・保守が必要であり、こうした業務を

町内企業が担うことは、発電期間を通じた安定的

な雇用の創出につながります。あわせて、町内で生

み出した再エネを活用した産業を立地させること

も、町内における持続的な雇用の確保につながる

と考えられます。  
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 5.2.2. ᴟϬ αο ◙β χ◒ˢRE100ϘνϘΠ  ˣ  

脱炭素化を通じて本町が目指す将来の姿を｢RE100 まつまえ構想｣として整理しました。 

本構想は、町内で発電した再エネを町内で活用し、エネルギーの地産地消による循環を生

み出すことで、地域の経済や日々の暮らしを支え、持続可能な地域社会の形成を目指すもの

です。 

再エネを単なる発電事業にとどめるのではなく、家庭や事業所、公共施設、さらには産業

やまちづくりに幅広く活用することで、エネルギーコストの低減や災害時のレジリエンス向

上、地域内での価値創出につなげます。 

こうした取組を通じて、次世代に誇れる脱炭素社会の実現と、将来にわたって暮らし続け

られるまちづくりを目指します。 

 

 
 

 5.3 RE100ϘνϘΠ   
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 5.3. ṍ ρ ◙β◒Ϭםᾝβϥθϛχ︡ ΣϢόк˔ЖЫАФ   

 5.3.1. ṍ   

本町では、2050（令和 32）年までに脱炭素化（カーボンニュートラル）※6を達成するこ

とを長期目標とし、温室効果ガス排出量について、2030（令和 12）年に 50％、2035（令和

17）年に 60％、2040（令和 22）年に 80％削減すること（いずれも 2013（平成 25）年比）

を中期目標として設定しています。 

これに先立ち、2023（令和 5）年 3 月 6 日には、松前町議会において「2050 年 CO₂実質

排出ゼロ」を目指すゼロカーボンシティ宣言を行いました。 

なお、国においても、2025（令和 7）年 2 月に、2035（令和 17）年までに温室効果ガス

を 2013（平成 25）年比で 60％削減することを中間目標とする新たな地球温暖化対策計画が

閣議決定されており、本町の目標は国の方針とも整合したものとなっています。 

 

 
 5.4 ᴛע῟ᴮϹІ ⌡ᾚ χ ṍ Ϭםᾝβϥθϛχ  

 

脱炭素化の目的は気温上昇を抑えることにあり、そのためには 2050（令和 32）年の達成

だけでなく、それまでにどれだけ温室効果ガスを削減できるかが重要となります。 

温室効果ガスの排出削減に関する中長期目標を達成するため、特に重要なエネルギー消費

量、再エネ電力の利用率、再エネによる発電電力量についても 2030（令和 12）年と 2035

（令和 17）年と 2040（令和 22）年について目標数値を設定します。 

 
※6 脱炭素化（カーボンニュートラル）：人為的な二酸化炭素の排出と森林や海洋生態系による吸収が同じ量

になっている状態。 
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 5.3.1.1. ϵКиϻ˔   

ガソリンやプロパンガス、軽油、重油などの化石燃料の消費や化石燃料による発電は、二

酸化炭素などの温室効果ガス排出に直結します。このため、エネルギー需要は排出量削減の

重要な指標です。 

そこで本町では、暖房・給湯設備の電化・高効率化、自動車の電動化、住宅や建物の断熱

性・気密性向上を進め、エネルギー利用の効率化を図ります。 

これらの取組により、エネルギー需要を 2013（平成 25）年比で、2030（令和 12）年に 

40％、2035（令和 17）年に 50％、2040（令和 22）年に 60％、2050（令和 32）年に 70％ 

削減することを目指します。 

 

 
 5.5 ϵКиϻ˔ ⌡ᾚ χ ṍ Ϭםᾝβϥθϛχ  

 

 5.3.1.2. ™ϵК   

 現代の暮らしや仕事においてエネルギーの利用は不可欠であり、使わずに活動することは

できません。そのため、脱炭素化を進めるには、化石燃料由来のエネルギーを、排出のない

エネルギーへ転換していくことが重要です。 

その代表例が、風力や太陽光などを利用して発電する再エネです。本町は暖房用の熱需要

が大きい一方、再エネ導入のポテンシャルが高く、電化による脱炭素化を進めやすい地域で

す。 

目標として、町内で使われる電力を 2030（令和 12）年に 10％、2035（令和 17）年に 70％、

2040（令和 22）年に 100％を再エネ由来の電気とすることを目指します。 

 

 
 5.6 ™ϵК χ ṍ Ϭםᾝβϥθϛχ  
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 5.3.1.3. ™ϵК   

脱炭素化の目的は、温室効果ガスの排出量を削減し、気温上昇を抑えることにあります。

そのためには、本町だけでなく、日本全体、さらには世界全体で脱炭素化を進めていくこと

が不可欠です。 

また、本町において脱炭素化を通じて「地域に仕事をつくる」ためには、再エネの導入や

運用、関連する取組が町内に集積する仕組みを構築する必要があります。 

そこで、本町が有する再エネのポテンシャルを最大限に活かし、今後も町内で再エネ発電

設備の導入を進めることで、年間の発電電力量を 2035（令和 17）年までに約 300GWh（2013

年比約 3 倍）、2040（令和 22）年までに約 1,000GWh（同約 10 倍）へ拡大することを目指

します。 

 

 
 5.7 ™ϵК χ ṍ Ϭםᾝβϥθϛχ  
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˲ЀжЭ ˳ϵКиϻ˔ ρ ⌡ᾚχϱЮ˔Ѕ 

暮らしや仕事で使われるエネルギーは、大きく「化石燃料」と「電気」に分けられます。 

ガソリンやプロパンガスなどの化石燃料は、燃やすことで二酸化炭素などの温室効果ガ

スを排出するため、その利用は排出量の増加に直結します。 

一方、電気による温室効果ガス排出量は、電気がどのようにつくられたかによって異な

ります。化石燃料で発電された電力を使えば排出が生じますが、再エネによって発電され

た電力を使った場合、排出量はゼロとして扱われます。 

このため本町では、省エネによってエネルギーの使用量を抑えつつ、利用するエネルギ

ーを電気へと転換し、あわせて再エネ由来の電力利用を拡大することで、脱炭素化を進め

ていきます。 

 

 
 5.8 ϵКиϻ˔ ρ ⌡ᾚχϱЮ˔Ѕ 
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 5.3.2. ◙β◒Ϭםᾝβϥθϛχ︡   

「RE100 まつまえ構想」で描いた将来像を実現するため、特に重要となる取組について

整理します。「地域エネルギー会社」「再エネ事業」「快適な暮らし」「稼げる産業」「人

が集まる拠点」の 5 つの視点から、目指す取組を示します。 

 

 5.3.2.1. ӽϵКиϻ˔ᵓּז  

本町は 2025（令和 7）年 4 月 1 日に町内初となる地域エネルギー会社である「松前再エ

ネ電力株式会社」を町と協力企業の共同出資で設立し、再エネを地域の電源として主体的に

活用していく体制づくりを進めています。 

松前再エネ電力株式会社は、風況の良さなどの地域特性を活かした再エネ発電設備の導入

を進め、発電設備の維持管理を担うことで長期的な安定運用を図りつつ、町内の事業所や家

庭に再エネ由来の電気を供給し、エネルギーの地発地消を進めます。また、再エネを活用し

た産業振興や人が集まる拠点づくりなど、地域の活性化につながる取組を進めます。 

 

 5.3.2.2. ™ϵКⱧỘ  

再エネ発電設備が生み出した安定して安いゼロ・カーボンの電気が、地域エネルギー会社

を通じて町内の家庭や企業に供給されている姿を目指します。 

特に、本町沖での洋上風力発電をはじめとする再エネ事業については、発電した電気の町

内活用や、漁業振興策、地域振興策の実現に向け、発電事業者と連携しながら取組を進めま

す。 

あわせて、再エネ事業に町民が関心を持ち、理解や協力を得ながら進められる体制を整え

るとともに、再エネを活用した産業の立地や新たな事業創出を促進します。 

 

 5.3.2.3. ᵙ σ ϣΰ  

断熱性・気密性の高い ZEB（ゼロ・エネルギー・ビルディング）や ZEH（ゼロ・エネル

ギー・ハウス）の普及、地域エネルギー会社によるエネルギーネットワーク（電力の供給・

管理の仕組み）の運用・維持管理、安定して安価な再エネ電力の供給、ならびに移動手段の

電動化や自動運転・シェアサービスの活用を進めます。 

これにより、誰もが快適に過ごせる住環境が整うとともに、災害時にもエネルギーが途切

れない安心な暮らしが実現され、エネルギーにかかる費用負担の軽減や、町内外の移動にお

ける高い利便性が確保されている姿を目指します。 
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 5.3.2.4. ᴶΫϥ▀Ộ  

安定して安価な再エネ電気の活用を進めることで、既存産業のコスト低減と競争力向上を

図ります。あわせて、再エネ電気を活用した燃料製造や、こんぶなどの海洋生態系による二

酸化炭素の吸収・固定を活かしたブルーカーボンの取組など、これまでになかった新たな産

業の誘致を進めます。 

これにより、町の重要な産業である漁業をはじめとする既存産業が脱炭素化と収益性向上

を両立し、新たな産業が生まれることで、地域で稼ぎ続けられる産業構造が形成されている

姿を目指します。 

 

 5.3.2.5. Υ ϘϥẤ   

脱炭素化した町の姿や地域エネルギー会社の取組を積極的に情報発信し、スキルやノウハ

ウを学ぶために町内外から人が訪れる仕組みを構築します。あわせて、脱炭素や再エネにつ

いて学べる拠点を整備するとともに、関連する設備や施設を新たな観光資源として活用しま

す。 

これにより、既存の観光資源と組み合わせた魅力的な滞在体験が生まれ、訪れる人が本町

のファンとなり、継続的に人が集まる拠点が形成されている姿を目指します。 

 

 
 5.9 ◙β◒Ϭםᾝβϥθϛχ︡ ϱЮ˔Ѕ 
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 5.3.2.6. ™ϵКρḩἰ ῢχ ᴥ  

本ロードマップでは、再エネ拡大を通じて雇用が生まれる仕組みを整え、大きな課題であ

る人口減少の緩和に繋げていくことを掲げています。 

そこで、地域エネルギー会社の業務として、町内に立地する再エネ関連設備を町民が維持・

管理する仕組みづくりを目指します。そのためには必要なスキルを持つ人材の育成が必要と

なることから、町内の学校や企業とも連携して人材育成を進めるとともに、将来的には学習

や研修をきっかけに町外からも人を呼び込み、関係人口の増加にもつなげていきます。 

 

 
 5.10 ™ϵКϬ αο Υ ϘϥẤ ρσϥ︡ χϱЮ˔Ѕ 

 

  



 

40 

 

˲ЀжЭ ˳ ᴟτ ΞᴶΧ χ Ḋᵃ ϱЮ˔Ѕ 

人口減少が進み、日本全国で脱炭素化が進むことにより、ガソリンや灯油の販売なども

含め、町全体の様々な仕事で稼ぎが減少することが考えられます。しかし、脱炭素化の推

進により、再エネに関する仕事などを通じて新たなに稼ぎを生み出せる分野もあることか

ら、これからの 30 年間で人口減少などに起因し、稼ぎが減る分野から、脱炭素化を推進

することで稼げる分野に転換を目指します。 

 

 
 5.11 ᴟτ ΞᴶΧ χ Ḋᵃ ϱЮ˔Ѕ 
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˲ЀжЭ ˳П˔ЕЪрФᴟϞ ᴟτϢϥCO₂⌡ᾚ῟ᴮ 

ˢζχ 1ˣП˔ЕЪрФˢϵϯЀрˣτϢϥ ϵК῟ᴮ 

ヒートポンプは、電気を用いて外気中の熱を取り込み、効率的に暖房や給湯を行う技術

です。投入した電気エネルギー以上の熱を得られることが特徴で、一般に投入電力量の約

3 倍の熱を生み出すことができます。 

ヒートポンプ給湯器に限らず、町内の家庭の約 7 割に普及しているエアコンも、このヒ

ートポンプの原理を用いて動作しています。寒冷地では「エアコンは効きにくい」との印

象を持たれがちですが、近年の機器性能の向上により、適切な使い方をすれば暖房の主力

として十分に機能します。 

灯油ストーブや電気ストーブは、燃焼や電熱線によって直接熱を得る方式であり、投入

エネルギーと得られる熱量はほぼ同等（効率 1 倍）です。一方、ヒートポンプは外気の熱

を活用するため、同じ暖房効果を得る場合でも必要なエネルギー量を大幅に削減すること

ができます。 

このため、暖房や給湯をヒートポンプ機器へ転換することは、家庭部門におけるエネル

ギー消費量と CO₂排出量の削減に大きく寄与します。 

さらに、その電力を将来的に松前町産の風力発電など再エネ由来の電気で賄うことがで

きれば、快適性を維持しながら、実質的に CO₂排出のない暮らしを実現することが可能と

なります。 

 

 
 

 5.12 П˔ЕЪрФχ▫ ϙ 

ʿԁ ∞ П˔ЕЪрФʾ ЈрЌ˔HP 
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˲ЀжЭ ˳П˔ЕЪрФᴟϞ ᴟτϢϥCO₂⌡ᾚ῟ᴮ 

ˢζχ 2ˣ ᴟˢ ṓʺЯРзГϱˣτϢϥCO₂⌡ᾚ῟ᴮ 

ヒートポンプは高い省エネルギー効果を持つ一方、一般に 150～200℃以上の高温の熱

を安定的に供給することは難しいという特性があります。このため、病院や工場の殺菌工

程や製造工程などで使用される高温の蒸気は、現在も多くが重油や灯油を燃料とする蒸気

ボイラによって供給されています。 

その結果、電力の再エネ化を進めるだけでは温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることは

困難であり、電化が難しい高温熱利用分野では、脱炭素燃料への転換が不可欠とされてい

ます。 

こうした背景から、水素社会の実現に向けた取組が国において進められていますが、水

素は製造・輸送・利用の各段階に課題が多く、本格的な普及には一定の時間を要すると考

えられています。 

 また、同様に電化が容易でない分野としてモビリティがあり、寒冷地では暖房使用によ

る電費増加や航続距離への不安から、電気自動車（EV）の導入に慎重な声も少なくありま

せん。そのため、当面の現実的な選択肢として、電気とガソリンの双方を利用できる PHEV

（プラグインハイブリッド車、図中では PHV と表記）の活用が考えられます。PHEV は

短距離移動では電気で走行し、長距離移動時には内燃機関を併用できるため、利便性を確

保しながら CO₂排出量を大幅に削減することが可能です。 

 なお、水素を燃料とする燃料電池自動車（FCV）もありますが、インフラ整備やコスト

面での課題が大きく、当面は本町で広く普及を図る段階には至っていません。 

今後、町内で再エネ由来の電力供給が進めば、モビリティ分野においても、松前町産の

再エネ電力を活用した脱炭素化を段階的に進めていくことが期待されます。 

 
 5.13 EVʾPHEVʾFCV χ ӽ 

ʿὊↄ▀Ộ ⱢᾛϵКиϻ˔ HP  

＜https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/xev_ 2022now_2.html ＞ 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/xev_2022now_2.html


 

43 

 

 5.3.3. ◙β◒Ϭםᾝβϥθϛχк˔ЖЫАФ  

これまでの内容を踏まえて、暮らし・産業・移動の分野ごとに 2040（令和 22）年までに

取り組むロードマップを記載します。 

以下は、各分野の取組をまとめたものです。今回の改訂で追加した取組は太字下線部にな

ります。 

 

 

 

  

Â ϣΰ 

１ 再エネ由来の電気を松前で活用する仕組みづくり 

（１）地域エネルギー会社が町内に再エネを販売 

（２）風力発電事業に町民や町内の事業者が参加できる仕組みの検討 

２ 住宅・建物を ZEH・ZEB 化、暖房・給湯の電化の推進 

Â ▀Ộ 

１ 再エネ電気の供給・維持管理拠点の基盤づくり 

（１）風力発電の維持管理人員の町内雇用 

（２）風力発電の維持管理に関する研修（陸上・洋上両方ある強みを活かす） 

２ 脱炭素を強みとする産業の育成 

（１）再エネを利用した商品やサービスの開発・販売、再エネを活かした産業 

の立地、脱炭素燃料化の推進 

（２）洋上風車周辺の海域を漁場化（漁船の航続距離が短くて済み、電化や燃 

   料電池化のハードルが下がる） 

Â ӱ  

モビリティの電動化 PHEV・EV の導入の推進 
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 5.3.3.1. ™ϵК ṓϬ πᶨ βϥ▫ ϙξΨϤ  

2032（令和 14）年までに町内で発電した再エネ電気を町内に販売する仕組みを確立し、

町内の全ての家庭と事業所への供給を目指します。 

 

 5.11 ™ϵК ṓϬ πᶨ βϥ▫ ϙξΨϤχ ϛ  

 
 

 

˲ЀжЭ ˳™ϵК ├τνΜο 

 電気は、需要と供給のバランスを常に一致させることで、電圧や周波数を保つ必要が

あります。そのため、太陽光発電や風力発電が大量に発電される時間帯には、再エネの発

電量を抑える「出力抑制」が行われることがあります。 

 北海道や九州など再エネ導入が進む地域では、出力抑制の実施回数が増加しており、今

後さらに拡大することが見込まれています。 

 再エネ電力を無駄にせず活用する手法として、近年では再エネの余剰が発生する時間帯

に電力の利用を促す「デマンドレスポンス（DR）」の取組が進められています。 

 今後、本町においても、再エネの導入拡大とあわせて、こうした仕組みを活用しながら、

再エネ電力を有効に使う体制づくりを進めていくことが重要となります。 
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 5.3.3.2. ʾὺ χ ZEBʾZEH ᴟϞ ʾẚ χ ᴟ  

町が率先して公共施設の ZEB 化や LED 照明の導入など省エネ化を図り、2040（令和 22）

年までに公共施設の脱炭素化を達成し、町内一般住宅での普及を促進します。特に家庭の省

エネ対策として、暖房・給湯の電化を推進します。 

 

 5.12 ʾὺ χ ZEBʾZEHᴟϞ ʾẚ χ ᴟτḩβϥ ϛ  

 
 

 5.3.3.3. ™ϵК ṓχằẚʾӲⱱḚ Ấ χṁ ξΨϤ  

2032（令和 14）年までに町内の再エネ関連設備の維持管理と、そのための人材育成がで

きる体制・拠点の整備を推進します。 

 

 5.13 ™ϵК ṓχằẚʾӲⱱḚ Ấ χṁ ξΨϤχ ϛ  
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 5.3.3.4. Ϭếϙρβϥ▀ỘχӾ   

中心産業である漁業・水産加工業を中心に脱炭素を強みとする産業の育成を図ります。 

また、再エネを活かした産業の立地や脱炭素燃料化を推進します。 

 

 5.14 Ϭếϙρβϥ▀ỘχӾ τḩβϥ ϛ  

 
 

˲ЀжЭ ˳ ᴟτνΜο 

2050 年のゼロ・カーボン実現に向けては、電力を再エネに切り替えるだけでは十分

とは言えません。高温の蒸気を必要とする熱利用分野や、大型車両・船舶などのモビリ

ティ分野では電化が難しく、これらの分野を脱炭素化するためには、燃料そのものを温

室効果ガスを排出しないものへ転換する「脱炭素燃料化」が不可欠とされています。 

脱炭素燃料の代表例の一つが水素です。本町では、こうした動きを早期から見据え、

水素バリューチェーン推進協議会（JH2A）と連携し、町内に設置されている蒸気ボイラ

の水素化に向けたフィージビリティ・スタディ（FS）を進めてきました。 

水素の利活用には、再エネなどを用いて水素を「つくる」、配管や輸送手段で「はこ

ぶ」、ボイラや設備で「つかう」という複数の工程があり、それぞれに技術的・経済的

な課題があります。一方で、再エネの発電量が需要を上回る時間帯に水電解装置を稼働

させて水素を製造することで、再エネの有効活用や出力抑制対策にもつながる可能性が

あります。 

本町では今後も、町内外の多様な事業者や関係機関と連携しながら、水素を含む脱炭

素燃料化の可能性について検討を進め、将来の脱炭素社会の実現に向けた選択肢を広げ

ていきます。 
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 5.3.3.5. ЯРзГϰχ ᴟ  

町が率先してモビリティの電動化を進め、2040（令和 22）年までに公用車の脱炭素化を

達成し、町内での普及を促進します。将来的な EV 社会到来までの施策として、寒冷地であ

る本町の環境をふまえて、まずは電気でもガソリンでも走行可能な PHEV の導入を推進し

ます。 

 5.15 ЯРзГϰχ ᴟτḩβϥ ϛ  
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 6  ӽṓῙ ᴂὓᵊ                  

本章では、昨今の世界的な異常気象や、気候変動適応に向けた世界的な動きをふまえ、「気

候変動適応法」第 12 条に基づき、気候変動の影響への「適応」の取り組みを具体的に進め

るための計画を示します。 

 

 6.1. ṓῙ ᴂρψ   

 6.1.1. ˮḜ ˯ρˮ ᴂ˯  

地球温暖化対策には、その原因物質である温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と、気

候変化に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより、気候変動の悪影響

を軽減する「適応」という二つの柱があります。「適応」とは、気候変動による悪影響を軽

減するだけでなく、その影響を有効に活用することも含まれます。 

 

 
 6.1 ˮḜ ˯ρˮ ᴂ˯ 

Д˔Ќ ʿṓῙ ᴂ ФжАЕТ϶˔ЭˢA-PLATˣHP 
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 6.1.2. ᴂΥσε Τ  

気候変動を抑えるためには、緩和が最も必要かつ重要な対策です。しかし、緩和の効果が

現れるには長い時間がかかるため、最大限の排出削減努力を行っても、過去に排出された温

室効果ガスの大気中への蓄積があり、ある程度の気候変動は避けられません。  

すでに本町においても、観測記録を更新するような極端な気象が発生しており、私たちの

生活に大きな影響を及ぼしています。このままでは今後ますます災害のリスクが高まるだけ

でなく、これまで獲れた魚が獲れなくなったり、桜が育たなくなる可能性があります。 

気候変動によって、こうした異常気象が将来は頻繁に発生したり深刻化したりすることが

懸念されており、変化する気候のもとで悪影響を最小限に抑える「適応」が不可欠なのです。 

 

 6.2. τΣΪϥ ӽṓῙ ᴂὓᵊ   

 6.2.1. ⁯ΣϢό ΥꜘβṓῙ ֲố ᴣρṓῙ ᴂὓᵊ  

国および道は、以下の 7 つの分野の大項目・小項目ごとに、気候変動影響評価を行い、適

応策の基本的な施策を検討のうえ、気候変動適応計画を策定しています。 

 

 6.1 ṓῙ τϢϥֲốχ ᴣὫᴮ 

Д˔Ќ ʿ 22ᵕṓῙ ֲố ᴣ ӦԌᵓⱢ  
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 6.2.2. τΣΪϥ ӽṓῙ ᴂὓᵊ  

国および道の気候変動適応計画を確認し、特に松前町に影響のある分野・項目を選定し、

町・事業者・町民の協力により適応策を推進する「地域気候変動適応計画」を策定しました。 

 

 6.2 ӽṓῙ ᴂὓᵊ ˢ ʿ ʺⱧʿⱧỘּיʺ ʿ ˣ 

   ǞƽǄǾ ╓ ꞌ     

¤

¤

 

 

 ȜȢȱ ȸȏȢǷȻºȱɆɜɀ   ù  

וֹ  ȜȢȱ Ⱨטּ ǞǻǾ   ù  

 ǡ ¤ Ƿ   ù  

 
ǡ  טּ  

ǡ   ǡ  טּ
ù ù  

 

( ǡ )  

№Ƿ ¤טּ  טּ

ǡ ╓ Ǟטּ ꞌǊǒ  
ù ù  

 
דּ ȅ ǖǒ╔ ǡ  

¤ ɋȴȨɓɜșǡ  
ù ù  

Ⱳ ╓¤

 

  ǛǝǾ  ɋȴȨɓ

ɜș ǡ  טּ
ù ù  

¤

 

 
Ⱳ ╓ Ǧ

╓ 

╓  ╓ǞƽǄǾ דּ Ǟטּ ƹ

ǡטּ  
ù ù  

 ( )  
▓ ¤ ǡ   ǡ ǝǜ ǡ

ǌǾ ǡ┐ ¤  
ù ù  

 

╓

 

¤₭  
ǝǜǞƽƷǙ Ǟ ǾɋȴȨɓɜ

ș   ǡ  
ù ù ù 

¤  ╓ Ǟ ǘǂ ǡ № ù ù ù 

ǡ☼  
ɋȴȨɓɜș   

 ȑȧȠȔ ǡ  
ù ù ù 

Ⱳ

 
דּ ¤₭  

ǡ Ǜ   ǡ ¤  

♫ ǡ  
ù ù ù 

ǐǡ  
 

נּ  ǡɋȴȨɓɜș ǡ ǡ  ù ù ù 

¤ ǡ

 

ǡ  

ǡ  
ù ù ù 
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 6.3 ӽṓῙ ᴂὓᵊ ˢ ʿ ʺⱧʿⱧỘּיʺ ʿ ˣ 

   ǞƽǄǾ ╓ ꞌ     

¤Ⱳ

╓

 

Ⱳ  

∞ǡ  
¤ ǡɋȴȨɓɜșǡ   ǡ

ǡ   Ǟ ǘǂ  
ù ù  

¤  È Éǡ  ù ù  

 ǡ  ù   

 
¤ ǌǬ

ǽ  

¤ Ƿ  

ȅ Ǿ ǡ   ǌǬǽ ǡ  
ù   

ǐǡ   ȜȢȱ ȸȏȢǡ  ù ù  

 

 

ɓȢȘ  
ǫǡ ǡ  

Ǟ ǌǾ ≥  
ù ù ù 

 
ǫǡ ǡ  

Ȣɇºȱ ǡ   
ù ù ù 

ǐǡ  
ƿ Ʒ

ǫǡ☼  
ǫǡ ǡ  ù ù ù 

¤

 

ȑȶɔ

ȗº 
ȑȶɔȗº  ȍɜȾɒ¤ȠȢȯɉǡ ȅטּ  ù ù  

 ɕȡɌº 
ǡ Ƿטּ ǝ ǞǻǾ

ǫǡ☼  
ù ù ù 

 º ǡ ǞƽǄǾ  ù ù  

¤

 

ȍ

ɜȾɒ

 

   

ǷȠȢȯɉǡ  טּ ǝ ǡ

È ȠȢȯɉǷꞌ ǡ

É 

ù ù  

¤טּ

ǝ

ǜȅ

ǋǾ

ǼǊ 

נּ  ǡ ǡ  ù ù ù 

ǐǡ  
ǞǻǾ

ǫǡ☼  
Ƿטּ ǡ ǞǻǾ ǡ  ù ù ù 
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 7     

 7.1.   

本町の脱炭素推進課が中心となって、「松前町脱炭素再生可能エネルギー推進協議会」と

の連携を図り、本ロードマップに定めた緩和策と適応策の双方を推進していきます。 

「松前町脱炭素再生可能エネルギー推進協議会」は、本町が脱炭素社会の実現と再エネを

活用した地域振興を目指して設置した組織で、2050（令和 32）年までのカーボン・ニュー

トラル実現に向けて、町、教育委員会、漁協、商工会、観光物産協会、事業者などが一体と

なり、再エネ導入と地域課題解決を同時に進めるための検討・調整を行います。 

また、2023（令和 5）年 3 月に策定された「松前町スマート・シュリンク SX（サステナ

ビリティ・トランスフォーメーション）ビジョン」に基づくプロジェクトを官民共創により

実装化するためのプラットホームとして立ち上げられた「松前 SX推進共創会議」との連携

を図り、関係者が横連携して取組テーマに応じてプロジェクトワーキングを立ち上げること

などにより、脱炭素施策の具体化を進めてまいります。 

 

 7.2. Ḛ ʺ ῝ᵫ    

 定期的に温室効果ガス排出量を算出し、基準年からの削減量等について進捗管理を行うと

ともに、広報紙や HP、SX 町民報告会などを通じて、定期的に町民に情報公開を行ってまい

ります。 
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TEL 0139 -42 -2275ṕ Ṗ FAX 0139 -46 -2048  

http s://www.town.matsumae.hokkaido.jp/  


